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Ⅰ 職業倫理指針 

 我々病院に働くものは、地域の人々の健康を守るために、限りない愛情と責 

任を持って最善の努力を尽くさなければならない。 

 この使命を達成するために、我々が守るべき行動の規範を次のとおり定める。 

 

 １ 医療の質の向上 

    我々の質の向上に努め、人格教養を高めることによって、全人的医療

を目指す。 

  

２ 診療記録の適正管理 

    我々は診療記録を適正に管理し、原則として開示する。 

  

３ 権利擁護とプライバシーの保護 

    我々は病める人々の権利の擁護と、プライバシーの保護に努める。 

  

４ 安全管理の徹底  

    我々は医療に関わるあらゆる安全管理に最大の努力を払う。 

  

５ 地域社会との連携の推進 

    我々は地域の人々によりよい医療を提供するために、地域の人々とは

もちろんのこと地域の医療機関との緊密な連携に努める。 
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Ⅱ 臨床倫理指針 

 基本的人権、患者の権利、医の倫理に基づき、患者にとって最も望ましい 

医療を行う。 

臨床の現場で容易に判断し難い医療行為の選択については、以下を原則とし、 

多職種との検討を重ねること等により、臨床倫理上の課題に対応する。 

 

１ 臨床倫理の原則 

（１）個人の尊重 

  判断能力のある患者の治療方法等の決定に際し、治療の適応外や医師の 

常識的範囲を超える等、医学的妥当性及び適切性を欠くと考えられるもの

を除き、本人の意思を尊重する。患者の意思決定能力が病気等により損な

われていると判断される場合は、本人の意思を推定させるに足りる家族や

代理人等との緊密な話し合いに基づいて治療方針を決定する。 

 

（２）自己決定への支援 

  患者が、誤解や誤った情報に基づいて意思決定することがないように、 

患者の自己決定にあたり、医師は診断や治療方法、予後の見通しについて 

の正確な情報を提供する。 

 

（３）守秘義務 

  診療の過程で知り得た患者・家族関係の情報（患者情報）は極めて機密 

性の高い個人情報である。医療機関の職員には、患者情報が漏れることに 

よる被害から患者を守る義務がある。 

 

（４）患者の最善の利益 

  医師をはじめとする医療ケアチーム（以下、「医療ケアチーム」という。） 

は、患者の人権を尊重し優しい心で接しなければならない。診療内容は、 

患者に理解できる言葉で説明し、患者の利益のために積極的な行動をとる。 

  患者のための最善の利益追求と患者の決定した内容が対立する場合に 

は、医療ケアチームはプロフェッショナルとしての責任を持つ立場から、 

患者の話を良く聴き、有効な治療方法に応じるよう説得を試みる。 

  意思決定能力を欠く患者においては、患者の利益を守る立場で多職種と 

の検討等を踏まえて、家族等の代理人と相談し決定する。 
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２ 主要な臨床倫理的課題に対する方針 

（1）比較的多く発生する臨床倫理的課題については、円滑な診療・ケアを

促進するために、あらかじめ病院としての対応方針を定める。 

 （2）現場での解決が困難または病院としての対応の標準化が望ましい事例

は、倫理委員会や臨床倫理部会で、より広範囲な検討をした上で方針を

決定する。 

（3）倫理的課題を有する主要な項目 

  ① 医療行為の妥当性 

    ② 胎児診断、人工授精、妊娠中絶 

    ③ 脳死判定、臓器移植 

    ④ 終末期医療 

⑤ CPR医学的適応と禁忌（DNAR） 

    ⑥ インフォームドコンセント、告知 

    ⑦ 輸血と宗教 

    ⑧ 精神的判断能力欠如 

    ⑨ 子ども権利擁護 

    ⑩ リビングウイル 

    ⑪ QOL 

    ⑫ 身体抑制 

    ⑬ 家族間での意見の相違 

    ⑭ 身寄りのない人 

    ⑮ 生活困窮者 

    ⑯ 人権、家族関係、性別、民族、宗教 
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Ⅲ 医学研究・治験倫理指針 

１ 目的 

（1）人を対象とする医学的研究及び治験に対する医の倫理に関するヘルシン 

キ宣言（１９７５年東京修正、１９８３年ベニス修正、１９８９年香港 

修正、１９９６年サマーセットウエスト修正、２０００年エジンバラ修 

正）等の趣旨を尊重した、医療・研究の現場で遵守されるべき倫理指針 

として策定されたものである。 

 （2）ヒトゲノム・遺伝子解析に関する研究は、「ヒトゲノム・遺伝子解析研 

究に関する倫理指針」（平成２９年２月２８日 文部科学省・厚生労働省・ 

経済産業省告示）に従わなければならない。 

 （3）人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 （平成２９年２月２８日 

一部改正 文部科学省・厚生労働省）に基づき、臨床の重要性を踏まえ 

つつ、個人の尊厳、人権の尊重、その他倫理的観点から、研究に携わる 

全ての関係者が遵守すべき事項を定めることにより、社会の理解と協力 

を得て、臨床研究の適正な推進が図られることを目的とする。 

 

２ 適応範囲 

   本指針は、医学の進歩のために実施される当院の職員が行う人を対象と 

した医療行為、医学研究及び治験に適応し、診断及び治療のみを目的とし 

た医療行為は、この指針の対象としない。 

 

 ３ 倫理委員会の設置 

 （1）本指針に基づき当院の職員が実施する人を対象とした医療行為及び医学 

研究を審査するため、倫理委員会を設置する。 

 （2）倫理委員会の組織、構成、運営等に必要な事項は、済生会京都府病院倫 

理委員会規程において定めるものとする。 

 （3）「臨床研究に関する倫理指針」（平成 20年厚生労働省告示第 415号）第 3 

の(4)に基づく倫理審査委員会情報の報告については、「研究倫理審査委員 

会報告システム（平成 23年厚生労働省医政局研究開発振興課長依頼）に 

より行う。 

 

４ 治験審査委員会の設置 

（1）本指針に基づき当院職員が実施する人を対象とした治験を審査するため、 

治験審査委員会を設置する。 

（2）治験審査委員会の組織、構成、運営等に必要な事項は、済生会京都府病 

院治験審査委員会規程において定めるものとする。 
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 ５ 審査対象 

 （1）本指針による審査の対象は、当院の職員が行う医学研究・治験に関し、 

職員から申請された計画の内容、計画の遂行、継続とその成果の公表と 

する。但し、職員から申請の無い場合においても、院長または委員長が 

必要と認める場合は、審査の対象とする。 

 （2）倫理委員会において審査の対象とする医学研究とは、従来、臨床医学上 

一般に承認されているもの以外の研究等で、申請者、院長及び委員長、 

委員がその是非についての判断を要すると考えるものとする。 

（3）治験審査委員会において審査の対象とする治験は、「製造販売承認申請」、 

「承認事項一部変更承認申請書」、「製造販売後臨床試験」をいう。 

 （4）院長又は委員長のいずれかが委員会の審議が必要と認める医学研究・治 

験については、必ず倫理委員会若しくは治験審査委員会に付託しなけれ 

ばならない。 

 

 ６ 職員の定義 

    指針の適応を受ける職員とは、当院の常勤職員及び非常勤職員をいう。 

 

７ 研究・治験の許可 

 （1）院長は、全ての医学研究・治験の計画又はその変更について、委員会の 

意見を尊重し許可するか否かを決定しなければならない。この場合、委

員会が不承認の意見を提出した医療・研究については、その実施を許可

してはならない。 

（2）院長は、委員会の審査結果を速やかに申請者に通知しなければならない。 

（3）前項の通知に当たっては、審査の判定が承認以外である場合には、その 

理由を記載しなければならない。 

（4） 第 2項の審査結果通知には、判定における意見を併記するものとする。 

 

８ 指針の改定 

  本指針を改定する必要があるときは、委員会の意見をもとに当院管理会

議の議を経て院長がこれを行う。 
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Ⅳ 患者の権利 

 

 １ 良質の医療を受ける権利 

   誰でも平等に必要な医療を受けることができる。 

 

 ２ 選択の自由の権利 

   他の医師の意見（セカンドオピニオン）を聞くことができる。 

 

３ 自己決定の権利 

   自分の意思により医療行為を選択し、同意又は拒否することができる。 

 

４ 情報に対する権利 

   病状についての医学的事実を含む健康状態に関して、十分な説明と情報

を受けることができる。 

 

５ プライバシーが保護される権利 

   病院の守秘義務及びプライバシー保護義務によって守られる。 

 

Ⅴ 患者の責務 

１ 適切な医療を受けるため、自らの健康状態、病歴等の詳細な情報、診療中 

の変化を正確かつ積極的に提示する。 

 

２ 治療や検査等の診療方針について、自らの希望があればそれを明らかにす 

る。また、医療者から方針の説明があった場合には、十分理解することに 

努めた上で、出来るだけ明確な意思表示をする。 

 

３ 安全な医療が提供されるよう、検査や治療等を受ける際には氏名を告げ、 

患者確認を含めた診療行為に積極的に参加する。 

 

４ 全ての患者が適切な療養環境で治療に専念できるように、社会的ルールや 

病院の規則、職員の指示を守る。 
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Ⅵ パートナーシップの構築 

 

  パートナーシップとは、患者が医療に主体的に参加し、患者と医療従事者

が共同する仕組みを示す。 

  医療を行う上で、患者とのパートナーシップの構築は重要であると考える。 

 

 １ 医療従事者が実践すること 

  （1）職業倫理、臨床倫理を順守する。 

  （2）患者の権利を尊重する。 

  （3）インフォームドコンセントを実践する。 

  （4）入院診療計画書や患者用クリニカルパス等を用いて分かりやすく説明

するなど、適切な医療情報の提供に努める。 

  （5）患者の個人情報やプライバシーの保護に努める。 

  （6）患者等からの意見に対し、定期的に検討し改善に努める。 

 

 ２ 患者が協力すること 

  （1）健康状態や病状の変化を医療従事者にきちんと伝える。 

  （2）氏名確認に協力する。 

  （3）検査結果を確認する。 

  （4）お薬手帳を持参する。 

  （5）医療の安全を確保するための規則や他の患者との共同生活を維持する

ための約束を守る。 

  （6）困り事や気づいた点などがあれば質問する。 

 

附 則 

この規程は、平成２０年１月２３日から施行する。 

この規程は、平成２０年２月１３日から一部改正し、施行する。 

この規程は、平成２５年１０月２０日から一部改正し、施行する。 

この規程は、平成２６年１１月１日から一部改正し、施行する。 

この規程は、令和３年４月１日から一部改正し施行する。（項目の追加、 

修正、削除、全体の書式統一等） 


